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「市町村立学校教育職員人事異動方針細則・定年引上げ制度の導入について」 

  調整監 三原 久義 
島根県教育委員会では、昨年度に約 20年ぶりとなる教育

職員の人事異動方針細則等の大幅な改正を行い、改正の

一部を昨年度末に一部先行して行いました。そして、本格

的な実施については、令和５年度（令和４年度末人事異動）

に実施することとなります。 

石見・隠岐地域における学校減や教諭等ポストの減、出

雲・石見地域のへき地学校の減少等、市町村立学校の人事

異動を取り巻く環境は大きく変化しています。それに伴い、

細則に定められた他地域勤務・へき地学校勤務を望んでも

異動が叶わない事態や、出雲地域の教員配置率の低下、

隠岐島前地域の教員不足など、教育職員の人事に係る複

数の課題が生じています。 

以下に、出雲教育事務所管内に生活の本拠地を置く者

に関係する改正の主な点をあげます。 

改正内容の理解と、ご自分の赴任計画の確認をしていた

だきますようお願いします。 

 

【生活の本拠地】 
生活の本拠地とは、本人又は最も身近な親族が恒常的に

居住する旧市町村を言い、新規採用時に本人からの申告に

よって設定することとしています。「旧市町村」とは、現在の

市町村とは異なり、平成１６年９月３０日現在の市町村である

ことに注意が必要です。 

例 「出雲市平田町」が生活の本拠地→×「出雲市」○

「平田市」 

生活の本拠地を起点として、行わなければならない勤務

（他地域勤務等）の、勤務エリアや勤務年数が定められてい

ます。 

生活の本拠地は、細則の根幹をなす重要なものです。結

婚、養子縁組や、家屋の取得等により転居した場合には、

速やかに変更の届けを提出しなければなりません。変更の

届けを行わず、生活の本拠地を変更せぬまま、例えば、新

築の家から近くの学校で他地域みなし勤務を行うといったこ

とがあれば、公正・公平であるべき人事異動を歪めることに

なります。新規採用時の設定を含め、すべての教職員が今

一度再確認してください。 

その他、細則には、生活の本拠地を変更した場合の年度

の取扱いなどについて定めています。 

 

【他地域勤務の改正】 
○出雲教育事務所管内の者の「他の地域」の範囲の拡大 

出雲教育事務所管内の者の「他の地域」（他地域勤務対

象範囲）について、石見地域の範囲を、従来の「浜田市以

西」から「大田市を除く」石見地域へと拡大します。 

○出雲地域の者の他地域勤務特例地域の新設 

奥出雲町（旧仁多町・横田町）、飯南町（旧頓原町・赤来

町）を、松江・出雲教育事務所管内に生活の本拠地を置く

者の他地域勤務特例地域（４年勤務）とします。 

 

【へき地学校勤務の改正】 
○へき地学校勤務に代えることのできる勤務追加 

 市町村教育委員会が学校経営・運営等を重点的に行

いたいとして指定した学校（特例指定校）において、通算

６年勤務を行うことで、へき地学校勤務を行ったこととしま

す。 

 〈特例指定校〉 

（小学校） 

出雲市立今市小学校  出雲市立大津小学校 

出雲市立塩冶小学校  出雲市立高松小学校 

出雲市立四絡小学校  出雲市立北陽小学校 

（中学校） 

出雲市立第一中学校  出雲市立第二中学校 

出雲市立第三中学校 

 

【定年引上げ制度の導入】 
○定年年齢の段階的な引上げ 

定年の年齢を 65 歳まで２年に１歳ずつ段階的に引上げ

ます。 

○役職定年制の導入 

組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管

理職等での勤務上限年齢を、原則 60 歳とする役職定年

制度を導入します。 

○定年前再任用短時間勤務制の導入 

・定年前再任用短時間勤務制 

60 歳に達した日以後の定年前に退職した教職員につい

て、短時間勤務の職に採用（任期は最長定年まで）するこ

とができる制度です。 

・暫定再任用制度 

定年が段階的に引き上げられる経過期間において、65

歳まで再任用できるよう現行の再任用制度と同様の仕組

みを措置することになります。 

 

教育職員人事異動方針、事務職員人事異動方針のい

ずれにも「全県的視野に立ち、適材を適所に配置する」と

明記されていることを踏まえ、各市町の人事配置構想や、

各校の人事配置計画を尊重しつつ人事異動作業に取り

組んでいきますので、ご理解とご協力をお願いします。 
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出雲市「『ふるさと教育』教職員研修会」              
出雲市派遣社会教育主事 大國 亨 森脇淳志 

  
出雲市では、出雲市教育研究会社会科部会と連携し、教職員対象のふるさと教育に係る研修会を実施しています。今

年度は３年ぶりの開催でしたが、４２名の参加者があり、戦争遺構を教材とした授業づくりについて研修しました。 

＜目 的＞ ふるさと出雲の「ひと・もの・こと」にふれる機会を通して、出雲の教育資源に関する見識を広げるこ

とにより、各校のふるさと教育・社会科学習等のさらなる充実を図る。 

＜期 日＞ 令和４年８月５日（金） 

＜会 場＞ 西野小学校、斐川町地内（出西・直江地区） 

＜講 師＞ 須田 英典 氏（平和学習語り部ボランティア） 

＜内 容＞ 平和学習「わたしたちのふるさとに戦争があった」の授業をつくろう 

 （１）模擬授業 （現地見学に向けた問題意識づくりをねらいとした授業） 

①学童集団疎開について “学童集団疎開が行われた理由は何だろうか？” 

②旧海軍大社基地建設と山陰空襲 “島根は本当に安全な場所だったのだろうか？” 

（２）現地見学 （戦争遺構を見学し「島根は安全な場所であったか」を考える授業） 

    見学場所（旧海軍大社基地滑走路跡→魚雷調整庫跡→新川鉄橋機銃痕） 

 ＜参加者の感想＞ 

・児童生徒にとって戦争は、“昔のこと”、“他国のこと”というイメージが強いと思う。 

“自分たちのこと”とするために、自分の町で戦争があったことを感じさせることがとても大切だと思った。 

・実際に見ることで、スケールの大きさを感じました。魚雷調整庫跡で中を覗いた時に、ぞくっとしました。ここ 

 に兵器が収められていたのかと思うと、周囲ののどかな風景とのギャップが大きくて怖さを感じました。 

 ＜主催者として＞ 
   出雲の「ひと・もの・こと」を教材として、子どもたちの心に一生残る学習を行うことが、ふるさと教育で大切 
  にしたいことであると考えています。今後も、先生方が出雲を知り、教材にしたいと思える研修会、子どもたちが 

出雲を語ることができるための授業づくりの参考となる研修会にしていきたいと思います。 
 

雲南市「『夢』発見ボランティア ～学校を飛び出して 新しい自分を見つけよう！～」  

雲南市派遣社会教育主事 藤原枝理子 青木浩平 

 

雲南市では中学生の職場体験学習を、中学校・事業所・家庭・行政が連携し、「『夢』発見ウィーク」として市内一斉

に行っています。この『夢』発見ウィークでは、地域で働く人の姿や働く体験を通し、「働くこと」はどういうことか、

それが自分とどうつながっているかについて探究していくことをねらいとしています。 

そして、昨年度から『夢』発見ボランティア（通称：『夢』ボラ）という取組も始めました。この『夢』ボラは「中

学生が地域で探究できる場を充実させたい！」「中学生が地域で活躍する機会を増やしたい！」という思いから企画し

ました。 

今年度は夏休み期間と冬休み期間の２シーズンで計画しています。８月に実施した「夢ボラ in SUMMER」では、

協力していただける事業所を募集したところ、４４事業所が手を挙げてくださいました。また、各中学校の掲示板を利

用し、ボランティア体験できる事業所を紹介すると、コロナ禍にも関わらず計６５名の中学生から応募がありました。

これは生徒たちの中に「地域のために何かやってみたい」という気持ちが芽生えている表れではないかと思います。 

 このように、主体的に参加する生徒が育ってい

ること、そしてその受け皿として快く引き受けて

くださる地域の大人が多いことは、これまでの学

校・地域・家庭が連携・協働して子どもたちを育

ててきたことの成果だと感じています。今後も、

ますます学校・地域・家庭の連携・協働の体制が

深まり、子どもたちをまちぐるみで育てていく雰

囲気が充実していくことを期待しています。 

 
 



  

 

 
 
 
 

奥出雲町「地域の公民館支援」      

奥出雲町派遣社会教育主事 石原弘治 

 

奥出雲町派遣の社会教育主事として、町内の公民館（９館）の支援を行っています。その内容は、主事会、館長会で

の情報提供、各公民館に行っての支援（ＰＣ操作、講師紹介・依頼、各種事業の内容相談）など多岐にわたります。今

年の７月には、横田公民館と加食自治会の連携事業リニューアルの支援を行いました。 

「集まれ！加食での川遊び体験」 

〈社会教育主事としてのねらい〉 

・サン・レイクの協力を得ることで、安全な形で公民館、地域住民の思いを実現する。 

・この事業の「価値」について大人にも高校生にも感じてもらう。 

〈内容〉 

 ・「オオサンショウウオ観察」「加食の滝の沢登り」「鮎のつかみ取り」を実施。   

・小学生１５名、高校生のボランティア８名、加食地域の支援者１３名が参加。  

〈振り返って〉 

・事前研修会を７月１２日に実施し、サン・レイクの社会教育主事から専門的なアドバイスをいただきました。当日

は、支援者、ボランティアの配置、ロープの張り方等を工夫し、初挑戦となる「加食の滝の沢登り」を安全に配慮

して行うことができました。 

・地域の子ども達のために「何かやってやりたい」という大人の気持ちが、子ども達の 
「ふるさとへの愛着、誇りの醸成」につながり、「自信や自己肯定感」を育みます。

また、ボランティアとして参加した高校生の姿が子ども達の「あこがれ」となり、高

校生自身の「自信」や「地域参加のおもしろさに気づくこと」につながることも期待

できます。今後も地域の「思い」をいろいろな人を巻込みながら実現していきたいと

考えています。 
 

飯南町 みんなでつくる地域と学校「地域と学校の未来シンポジウム」 

 

飯南町では、今年度より飯南町教育環境基本方針検討委員会を立ち上げ、飯南町にふさわしい教育環境について検討

を始めました。 

第１回の検討委員会の開催に合わせて、「地域と学校の未来シンポジウム」を開催

し、島根大学の作野先生に「みんなでつくる地域と学校」というテーマで講演をいた

だきました。 

 「社会に開かれた教育課程」の実現、家庭や地域での学びも含めた保小中高一貫教

育の充実、学校を核とした地域づくりを達成するためには、社会総掛かりで子どもた

ちを育む体制づくりが必要です。 

 今回のシンポジウムには、教職員、保護者、地域住民、公民館関係者など多くの方にご参加いただきました。講演の

内容については、以下のとおりです。 

 

 

 

 

各小中学校では、飯南町の豊かな「ひと・もの・こと」を活用したふるさと教育の実践が行われています。その学習

には、多くの地域の人が関わっています。子どもたちに関わる地域の大人の方たちは、生

きがいややりがいを感じ、地域の良さを再発見することにもつながっています。 

飯南町において子どもの育ちに関わるすべての方とともに、学校の未来、地域の未来を

共有しながら、飯南町での人づくりの充実を目指していきたいと思います。 

 
 

遣社会教育主事が中心となって実施している各市町の社会教育の取組について紹介します。 

出雲教育事務所管内では、出雲市２名、雲南市２名、奥出雲町 1名、飯南町１名の社会教育主事が派遣されて
います。派遣社会教育主事が中心となって実施している各市町の社会教育の取組の一部を紹介します。 

飯南町派遣社会教育主事 若槻慎也 

 

・子どもをとりまく環境の変化 ・学校の適正規模 ・求められる持続可能社会 ・複式学級の学習 

・コミュニティ・スクール ・地域学校協働活動 ・学校と地域との関係構築ステップ 

・保小中高一貫教育  



 
「インターネットトラブル事例集」 

                                 生徒指導専任主事 玉木 篤史 

 
 総務省から毎年度情報提供されている、「インターネットトラブル事例集」をご存じでしょうか？インターネットに
関わる様々なトラブルについて、実際にあった事例を基に作成されたものです。学校現場において活用できるように、
１ページ１事例の構成で上段が事例の内容、中段が学びの進め方、下段が解説とアドバイスになっています。事例毎に
印刷してワークのための題材としたり、PDF ファイルを部分拡大してスクリーン等に投影するなどして活用できるも
のです。 
総務省のHPにある『上手にネットと付き合おう！～安心・安全なインターネット利用ガイド～』のサイト内に「イ

ンターネットトラブル事例集」が掲載されており、パソコンやスマホなどで読めるページもあります。また、ネット利
用のリスク管理をメッセージアプリ風の会話で考える「ILAS補助教材」のPDFファイルもダウンロードできます。 
 毎年度島根県教育委員会がとりまとめている「問題行動報告書Ⅰ」によれば、近年ネットトラブルの被害児童・生徒
数は小・中・義務教育学校で毎年度２００名程度、被害件数は１５０件程度です。被害者となる児童・生徒は精神的に
も大きな苦痛を感じ不登校に繋がる場合もあります。また、知らない間に加害者となり犯罪に巻き込まれる場合もあり
ます。 
 デジタルツールやインターネットを使う際、自分自身及び友だちの心や体や将来を傷つけないために、どんな使い方
が問題に繋がるのかを考えるきっかけとして、ぜひ「インターネットトラブル事例集」を活用してみて下さい。 
 
インターネットトラブル事例集２０２２版＜目次（一部抜粋）＞ 
○コミュニケーション編    ～予期せぬトラブルに備えて～ 
★グループトークでの友人とのトラブル 
○セルフコントロール編    ～ルールやモラルを守って使おう～ 
★オンラインゲームをめぐるさまざまなトラブル 
○個人情報＆プライバシー編  ～防ごう！悪用・詐欺被害・特定～ 
★投稿から個人が特定されたことによる被害 
○情報発信編         ～被害者にも加害者にもならないために～ 
★SNS等での誹謗中傷による慰謝料請求 

 

「幼児教育と小学校教育の円滑な接続に向けて」 

                 （島根県幼児教育センター）／指導主事 八木 優 

 
令和 4年 3月に中央教育審議会初等中等教育分科会「幼児教育と小学校教育の架け橋特別委員会」において、審議

経過報告がとりまとめられました。その中で、幼小連携の課題として「幼児教育施設の7～9割が小学校との連携に課
題意識をもっていること」「半数以上の施設が行事の交流等にとどまり、資質・能力をつなぐカリキュラムの編成・実
施が行われていない」こと等があげられています。島根県においても、幼児教育施設長及び小学校長対象に行ったアン
ケート調査（R3）において「年数回の授業、行事、研究会などの交流があるが、接続を見通した課程や計画の編成・
実施は行われていない。」の回答が60％以上を占めており、同様の課題を抱えているといえます。 
幼児教育と小学校教育は、教育のスタイルが異なるものの、子どもの育ちは連続しています。子どもの成長を切れ目

なく支える観点から、子どもの立場に立ち、幼児教育で培った学びの上に小学校教育を展開していくことが重要です。
決して、小学校教育がゼロからのスタートではないのです。 
幼小連携接続の充実は、互いの教育、保育を理解し合うことから

始まると考えます。まずは、管理職の先生方のリーダーシップのも
と、小学校の先生方には、是非幼児教育施設を訪問され、保育者の
子ども達への関わり方や、子ども達が遊びを通してどのような経験
を積んでいるのか観てほしいと思います。そして、幼児教育と小学
校教育をつなぐものさしとなる「幼児期の終わりまでに育ってほし
い姿」を手掛かりにする等して、子どもの育ちを中心に据えた対話
を通して、相互理解に努めてもらいたいと思います。 
幼小での学びが連続し、先生方の指導がつながれば、子ども達は

安心して学ぶことができるでしょう。さらには、学習活動やカリキ
ュラムが適切に接続すれば、子ども達は個々の力を存分に発揮し、
きっと学校生活を心地よいと感じることができると思います。 
島根県幼児教育センターでは、今後も、各市町村及び小学校区に

おける幼小連携接続に向けた研修支援等を実施していきます。幼児
教育と小学校教育の円滑な接続に向けて、共に考えていきましょう。 
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年 末 調 整 に つ い て 
今年も年末調整の時期がやってまいりました。年末調整は、所得税を過不足なく正しく納めるために、とても大

切な手続きです。しかし、例年、年末調整後に申告誤りの疑いがあるとして税務署より指摘を受けることがありま

す。今回はよくある申告誤りや、申告時の注意点についてご紹介します。 
 

 

 

 

扶養親族の所得の年額が48万円以下の場合、控除対象扶養親族として申告することができます。 

申告の際は、給与明細等を確認し、所得額が上限を超えていないか確認しましょう。 

なお、遺族年金や障害年金等の非課税所得は所得に含めません。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

例えば、職員本人と配偶者が両方とも給与所得者の場合、それぞれの事業所で年末調整を行います。その際に、

職員本人が子を扶養親族として申告しているにもかかわらず、配偶者の方でも同じ子を扶養親族として申告してい

たという控除誤り（重複適用）が多く見受けられます。 

子や父母等を扶養親族として申告する際は、一人の扶養親族を重複して申告することがないよう、家庭内でよく

話し合っておきましょう。 

 

総務課より 

 

よくある申告誤り① 扶養親族の所得額が所得上限額を超えていた 

よくある申告誤り② 一人の扶養親族を、自分と配偶者の両方で申告していた 

 

≪所得額の確認方法（給与所得の場合）≫ 

 

配偶者の勤務先の年末調整でも

申告していませんか？ 

今年１年間に支払われたもの（１月～１２月支給分）を合計します。 

給与所得のみの場合は、収入金額103万円以下の方が扶養親族の対象となります。 

 

※所得額の計算方法は、所得の種類（給与所得や年金所得など）によって 

異なるので注意が必要です。 

 

■賞与も所得に含めます。 

■非課税の通勤手当は 

所得に含めません。 


